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社会(科)学における標準的な文献挙示方式の提案

郎一一一橋 爪 大

文献挙示に関する無理解・無関心が，一般に，社会（科）学の研究者のあいだで支配的であ
る。専門の著作を発表する際にいちおう文献を掲げるにしても，やり方がおざなりなため，形
式の整った申し分のないものは稀れである。学部・大学院教育のなかで，書誌技術のほんの手
ほどきでも受けたという話をきかない。そもそも体系的な文献挙示法というものが存在しない
らしい。そうした挙示法を整備する必要すら気づかれていないのではないか。まこと嘆かわし
い現状と言わざるをえない。
著作中に文献を正しく挙示することは，学者。研究者のもっとも基本的な責務である。それ
は，著作の内容の切りはなせない一部分をなす。これを怠るなら，論文盗用の汚名をきせられ
ても申し開きの余地がないことになろう。 ● ●

それでは，文献挙示はどのような目的のために必要なのか？第１に，それは，論者の議論
の根拠を示すものである。先行する業績を掲げ，それが批判の対象，論証の論拠，資料の典拠
● ● ●

● ● ●

となっていることをのべなければならない。第２に，それは，議論の独創性(originality)
の所在を明らかにするものである。あれこれの概念，用語，着想，命題などを誰がどの著作で
● ● ●

初めてのべたのか，経年的に分析できるよう見易く記載してあることが望ましい。それでこそ，● ● ● ● ● ●

当の著作の新たな貢献と存在意義もはっきりする。これと関連するが，第３に，著作権上の配
慮。公表された文章や資料を学術目的で引用する限り寛容に扱われるのがふつうだが，それで
●

も原著者の著作権に対する配慮を欠いてはならない。引用注記によって出典を明示し，あわせ● ● ● ●

て論者の引用上の責任を示すのが，ルールというものである。第４に，読者に対して反論可能
性を保証すること。学界では無論，いついかなる場合でも反論が自由だが，正確な文献挙示は
●

この自由を保証することになる。著作をあむに際して依拠した議論の根拠が余さず示されるな
ら，行論に疑問をもつ読者は，いつでも出典にさかのぼって論駁を加えることができよう。第
５に，それ自体の情報価値としても，挙示される文献は注目に値する。関心を共有する読者に

● ● ● ●

は啓発効果があるだろうし，他の研究者・作業者がデータソースとして利用するかもしれない。
● ● ● ● ●

それも念頭におくのが，専門家の対社会的サーヴィスである。第６に，文献の所在を示すとい
う点でも，意味があろう。稀観本，未発表の文章など，接近可能性の限られた文献でも，挙示
されていたなら，読者はそこから，少くともその文献に接するルートが存在するのを知ること
ができる。論文を世に問う以上，限られた文献を秘蔵したりするのでなく，必要な書誌データ
を整理・ファイルしておいて，問いあわせに応じて入手法を教示し，場合によっては現物を貸
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与するぐらいの便宜をはかるのが，研究者の倫理というものであろう。-文献として挙示さ
れるデータは，これらの目的に適うことがのぞましい。
ところで文献挙示の方法は，いまのところ各自に任されている。めいめいが著作をまとめる

たび，適当に工夫しなければならない。本来なら学界の慣行として，あるいは各専門誌の指定
する書式のガイドラインとして，手ごろな文献挙示方式が流布・確定していて当然である。し
かし，そのまま利用可能なものは見つけにくい。『思想』，『社会学評論』，『現代社会学』
の３誌は，おおむね無方針とみえる。『社会学講座』（東大出版会）は比較的すすんだ試みを
示しているが，まだ不十分，不完全である。もっと便利で合理的な文献挙示方式を開発しない
といけない。
どんな方式も，統一的に採用しないと，期待どおりの効果はあがらない。ただ，いま急にあ

る方式への統一をはかっても，時期尚早で，無理が伴う。それよりもしばらくは，特色あるい
くつかの方式を競わせて，長短を明らかにし，自然な収數を待つほうがよい。ここで提案する
方式も，そのなかのひとつを目指す叩き台である。それなりに工夫を重ねてあり，ひと通りの
望ましい性能を具えていると自負するが，細部は未確定で，改良の余地も多いはずだ。願はく
はこれをもとに，『ソシオロゴス」誌指定の文献挙示方式（《ソシオロゴス方式,）を定め，
もって社会（科）学界の標準的な方式を求める運動のスタートをきっていただきたいものであ
る。

升

さて，文献挙示方式はどんな特徴をもつことが望ましいと言えるだろうか？つぎにそれら
を列挙してみよう。
研究論文に付するような文献挙示は，同時にいくつものはたらき-引用文に注記する，先

行業績に言及する，参考文献を列挙する，というはたらき-をもたないといけない。しかも，
研究者に使いやすく，読者も読みやすいものでないと役に立たない。
もっと詳しくみていこう。まず，(1)個々の文献を正確・厳密に記載する書式をそなえている

ことが，必須である。必要な記入事項をのこらず含み，しかも簡潔な書式でなければならぬ。
ついで，(2)いったん記載された文献に再び言及する，簡略形の書式も必要である。しばしば
ibid..Pop｡cit・が用いられるが，これは稚拙である。むしろ，文献表を著作末尾に一括し
て示し，本文中では標目（具体的には著者名十出版年）のみで言及する方式のほうが，はるか
にすぐれていよう。これによれば，(3)参考書目の一覧性をうる，という長所もうまれる。一覧
性は，検索の便宜を与えるほか，複写にも有利である。また，(4)行論を追う眼の動きも，スム
ースになるであろう。文献表を独立させる上の方式をとるなら，引用注記や言及注記を割注，

脚注，節末注などの形でたてずにすむので，文献挙示が行論を寸断することを避けられるから
である。(5)引用注記や言及注記は，たとえば原著と訳書の頁数の対照など，こみいった内容を
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簡潔に表示するものでないといけない。さらに，(6)全体として紙幅をとらぬものであることも，
大切である。
以上は誰でも一応は関心をもつことだろうが，ほかにも気づかれにくい点が残っている。ま
ず，(7)縦横両用のこと。和洋混排には横書きが有利であるから，これを念頭に考えたが，その
規則が縦書きにも自然に転用できるものであることが，実用上大切である。さらに，(8)他の著
作との汎通性があること。たとえば文献表に通し番号を打って言及するやり方では，著作ごと
にいちいち番号を打ち直さなければならず，面倒である。著者名十出版年で言及すれば，それ
が学界全体の統一標目として採られたという意味あいもうまれ，きわめて有利である。数ペー
ジばかりを複写，引用する場合，経年的な論争を追う場合など，この方式の優位は歴然である。
また，これも重要だが，(9)研究巷の日常作業との接続がよいこと。文献表示に先立っては，文
献採取カードを作成しなければならないが，著作を書くたびにこのカードは溜まっていくだろ
う。繰りかえし使えれば能率的である。というよりむしろ，研究者たるものは日頃から書斎に，
専攻領域に関する完備した文献データベースを蓄積しておき，著作をものする度にそこから必
要部分をとりだして文献表にまとめる，という手順の方があたりまえであろう。とすれば，そ
のデータベースの目録様式（これは，蔵書管理もかねようから,NCR(=日本目録規則）な
どの目録規則に準ずるであろう）と文献挙示方式とがよく接続する（互いに変換がきく）こと
が望ましい。
そのほか忘れてならない性質として，側瞭然性が高い。(1D簡潔性が高い，などがあげられる。

前者は，とりたてて規則をしらない読者も常識の範囲で十分に読みこなせることをいい，後者
は，規則が，覚えやすくて忘れにくい，まちがえにくいものであることを期待している。望ま
しい性質の主なところは，以上であろう。

-升

さて，望ましい文献挙示方式を工夫するにあたって，つぎの３つの原則を樹ててみた。
● ● ● ● ● ③ ●

第１に，原典遡及の原則｡これは，改訂版，翻訳を含めどんな文献に関しても，かならず原
著初出の出版年をまず標目として掲げることをいう。学説の展開を追尾するうえで，もっとも
基本的な原則である。

● ● ● ● ● ● ●

第２に，典拠明示の原則。これは，直接参照に供したテキスト（典拠）と原典との関係を明
示することをいう。改訂，翻訳，抄録などのこみいっている場合，引用注記に参照頁数を表示
する場合など，この原則が重要である。

● ● ● ● ● ● ●

第３に，現物確認の原則。これは，論者が読み，または所蔵し，または接触した文献のみを
掲げ，その記載の内容に責任をもつことを言っている。安易な孫引きは慎まれよう。
これら原則にたって，つぎの３つの基本方針を採用することにした。整理してのべてみる
と -
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(1)著作末尾に文献表を付するが，それは欧文ビブリオの挙示方式をもとにする。排列は，
和洋混排，著者名の辞書式排列(anthors 'names'a lphabet ica lorder)とする。和名
は，ヘポン式ローマ字の相当位置に排する。（欧名排列法の技術的注意は,丸山(ed)[1967]
などに詳しい。）通用の目録規則とは,(i)単行書のみでなく名論文を文献単位とする点，
(11)同一著者内の排列を出版年順とする点，で異なる。
（２）翻訳の記載を独立させず，原著につづける。ふつうの目録法では，訳書は和書単行本の

扱いをうけ，独立の文献としてたてられるが，これでは原著との応対がうしなわれる。原著と
訳書との関係はえてして複雑であるが，それを手際よく表示して原典に遡及する工夫が必要で
ある。
(31引用・言及の注記を,Foucault [1969=1981:59]のような，著者名十出版年の

表記で，一括処理する。この記法は，原著と典拠とをいちどに表示できるなど合理的な性能を
もつ。

汁

著作の末尾に掲げる文献表には，その著作がとくに前提とする文献をもれなく含めておかな
いといけない。それには，単行書，論文，論文の合集，翻訳など，いろいろのケースがあるだ
ろう。以下でそれぞれの記入の規則について説明する。ただ，抽象的な説明ばかりになっては
この方式の実際も納得しづらいと思われるので，次ページにサムプルを用意した。なるべくい
ろいろのケースを含めておいたが，この方式の有利さを実感していただければと思う。
まず，単行書の基本記入であるが，

塵ヨ唖ヨ匡函[画̅田犀１（ １ ） （ ２ ） （ ３ ） （ ４ ）
の順に記載する（例:JosselingdeJong[1952],蓮實[1980b])｡(1)～(4)の項目は，通
用の目録規則の記入のなかから選択して，われわれの目的に適うよう並べたものである。さら
に各項目についてのくれば，
（１）著者名：当該文献の著作上の責任者をいう。狭義の著者と，編者とに大別される。団体
であることもある。姓，名の順に記載するが，その判別については丸山(ed｡)[1967]な
どに詳しい。（著者多数の場合，書名を替りに標目とする場合など,NCRなみの細則を要剣
（２）出版年：初出年を西暦で表記する。同一著者に同年のものを複数掲げるときは，枝記号
a,b,…を添える。初版以降改訂を経た版に依拠するときは，その旨を出版事項に記載する
（後出）。（連載や分冊が数年にまたがる場合などの細則を要すc)
（３）書名：和書は『』で囲んで，洋書はイタリック体で表記する。（タイプライターでは，
イタリック体のかわりにアンダーラインで示す｡）副書名があればもれなく採録する。叢書の
'冊であるときは,その旨を書名につづけて丸括孤にはさみ，（医蕾茗̅画)のよう
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文 献 （例）
詳少
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蓮實重彦ユ973「フーコーとドウルーズー「系譜学」と「形而上学lとの遭遇，または非遭遇一」，『現代思想』

(誰'癩歳刃，-3:53-66．
l980a「ロラン・パルトまたは複数化する断片｣，蓮實・杉本（eds．）［1980:’０１-1211.
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訳，「エデンの園のレヴィーストロースー神話分析におけるいくつかの最近の理論的発展についての

検討」，『ユリイカ』２-１２：１０３-ユュ２．
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拝今１９５０，'ｴntroduction言１'oeuvredeMarcelMauss'',Mauss[1950:IX-Lｴｴ]．＝ﾕ973
(ﾀﾗf蝦拠｡分散）有地享他訳，「ﾏﾙｾﾙ･ﾓーｽ論文集への序文｣,Mauss[1950=1973/1976(ｴ):1-46]、
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Ｌ欧誕論浜）
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（拙蝉郷･一輪）
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Ｐ.Ｕ､Ｆ・＝1973/1976有地享･伊藤昌司･山ａｎｔｈｒｏｐｏｌｏ９ユｅ，Ｓｏｃｉｏｌ◎９ユｅｅｔ１９５０

口俊夫訳，『社会学と人類学（工）（エエ）』，弘文堂．
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tgmeMurngin)'0,=1977喜多村正訳，『婚姻法則の諸型についての代数的研究一ムルンギン体系
一」,Lgvi-Strauss[1949→１９６７:257-265．＝１９７７（上）：393-402.］．
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に付記する（例:Josse l i ngdeJong [1952 ] ) ｡ (書名，副書目の再録には,NCR等の
示すような細かい注意規定が必要である｡）
（４）出版者：版元の書店名などを，所定の省略形で表記する。（出版地，出版者，出版年の
３つを，出版事項という。このうち出版地は，われわれの目的からは必要性がうすいと思われ
るが，図書目録はたいがいこれを基本記入にしている。だから出版地もあった方が，文献表の
二次的な利用可能性は高くなる。ただ，それをすると繁雑にもなるので，便法として，特別の
場合を除いて出版地の記載を省略するのが合理的だろう。すなわち，和書であれば，出版地が
東京以外の場合，もしくは，出版年鑑など指定のリストにもれている出版者の場合｡"洋書であ
れば，同じく指定のリスト（たとえば丸山(ed. ) [1967:207-214])に記載のない場合
のみ，記載するのである｡）
つぎに，論文の場合は，

匿 詞 匪 詞 一 睡
（ １ ） （ ２ ） （ ３ ） （ ４ ） （ ５ ）

を基本記入とする（例:Needham[1９５８],蓮實[1９７３])。各記入事項について順にのべれ
ば，
（１）著者名：単行書と同様。
（２）出版年：単行書と同様。（ただし文献採取カードの段階では，少くとも月別まで詳しく
記入しておく方がよい。あとで排列のとき，重宝する。これは単行書にも共通する注意である｡）
（３）題名：和文は「」で，欧文は“”で囲む。副題名があれば，のこらず採録する。(連
載の扱い，題名，副題名変更の扱いなどに関し，細則を要す｡）
（４）誌名：誌名は単行書の書名と同様，『』またはイタリック体で表示する。同名の雑誌
を識別するとき，周知と言いがたい雑誌のときなどは，発行者名も記載するのがよい｡(社会
（科）学誌のデータベースを指定し，細則も定める必要がある｡)
（５）巻号表示:欧文ビブリオの慣行に従い，

回 一 回 ( 画 ) : 画 一 函
の順に記載する。通巻号数は表示がなければ省略する。遠隔地へ複写を請求したりするときな
ど，この巻号表示の信頼性が問われるので，細心の注意を要す。（頁付けが２系統ある場合，
連載の場合，飛び頁の場合，そのほかを処理する細則が，ぜひ必要である｡）
つぎに，論文集や著作の合集に含まれている論文を，独立の文献として挙示するケースを考

えよう。それには２通りの方法が考えられる。まず，もとの論文集や合集を，文献表中に別途
掲げるとき（例：蓮實[1980a])。このときは，論文の場合と同じ基本記入をとればよい。た
だし，誌名と巻号表示のかわりに，分出のしるしとして，もとの論文集や合集への言及注記を
おく。これに対して，もとの論文集や合集を別途掲げないとき。このときは，上の言及注記の
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かわりに，単行書の基本記入に相当する部分をおく，すなわち，

[薯著毫][田岡匿ョ巨匪ョ唾毫司唾画
（ １ ） （ ２ ） （ ３ ） （ ４ ） （ ５ ） （ ６ ） （ ７ ）

となる（例:L6vi-Strauss[１９７５])。各記入事項についていえば,(1)～(3),(5),(7)はすで
に説明したのと同じで，
（４）著者：論文集や合集の，標目となる著者を記入する。ただし，論文の著者すなわち(1)と
一致する場合には省略する。

（６）分出表示：論文の巻号表示に準じて，

回 ： 函 - 函
のように記載する。（巻数の別がないなら，むろん省略する｡）
いったん雑誌に発表された論文が，あとで別の論集に再録されたようなケースでは,ふつう

の論文の基本記入につづけて，再録の出版年，上記の(4)～(7)の記入事項，の順に記載するとよ
い（例:L6vi-Strauss[1970→1973])｡(再録に際して，論題，内容，その他の改訂が
行なわれたような，複雑なケースを扱うための細則を定めておく必要がある｡）

そ

翻訳書・翻訳論文を独立の文献としては挙示しないことをのべた。そのかわり，つぎのよう
な基本記入を，原著作の記入につづけて記載するものとしよう。（例:Foucault[１９６９=
1981],Leach[１９６１=１９７０]･翻訳文献の標目も，その出版年であって,､==="につづい
て示されている。）

應 雪 雨 珂 ｢ 霊 癬 1 函 … …
（ １ ） （ ２ ） （ ３ ） （ ４ ）

[雨戸ﾗ話可廐賑享1邇厘亙函匿唾歴］
（ １ ） （ ２ ） （ ５ ） （ ６ ） （ ７ ）

かんたんに説明すれば，
（１）出版年：翻訳の発表年をいう。
（２）翻訳者名：訳者，監訳者など，翻訳の責任主体を掲げる。抄訳の場合などはその旨を記
す。
(3)～(7)：原著作についてすでにのべた注意に準ずる。
翻訳文献を挙示する書式はまだ確立していないから，大略は上でよいとしても，いろいろ複

雑な状況を正確に表示できるかどうかは，仔細に検討してみる必要がある。たとえば重訳（翻
訳の翻訳）の場合には，はじめの翻訳をふたたび原著作にみたてて，上の書式を２回適用すれ
ばよさそうである。また，同一の原著作に対して数ケ国語の翻訳があるときには，重訳との混
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同をさけるいみで，別箇に挙示するほうがよいだろう。その際，原著作の記入は大幅に単純化
できる（例:L6vi-Strauss[1949=1977])｡1ケ国語の翻訳が複数あるときは，重訳と
混同のおそれもないので，原著作の記入につづけて出版年の順に列挙できよう（例:Durkaz
heim&Mauss[1901/1902])。翻訳の改訂，再録，連載などの表示も，適当に工夫でき
るはずである。

-%

ここまでで，個々の文献を正確に表示するための規則をのべた。つぎに，これらを排列し，
文献表に編成する規則が必要である。原則はすでにのべたように，和洋混排，著者名の辞書式
排列であるが，要点をくりかえすと，同一著者についてもまず，
①単独の著作一編著作一共同の著作一共編著作
の順にわけ，さらにそれぞれについて
②出版年順
すなわち，古いものから新しいものへと並べるのである。なお，検索の便宜のため，文献表で
は各文献の記入の２行目以下を適当に下げておくとよいだろう。

そ

関連するすべての文献をもりこんだ文献表を従えている著作は，引用や参照のため文献に言
及する必要のあるとき，いちいち完全な記入を記載せずとも，その省略形を用いればたりる。
その基本的な構成は，

陸ヨ〔画垂ヨ〕
（１）（２）

のようである，ただし，
（１）著者名：混同が生じないなら，姓だけを表示する。
（２）出版年：角括孤ではさみ，著作であることの表示とする。同一著者の文献複数を表示す
るには，角括孤を連ねればよい（すぐ下参照)。
この書式は，本文中の言及注記として用いる，たとえば，
「……しかし,L6vi-Strauss[1950]も強調しているように．．…･」
「……であるとも言われる（ｰ蓮實[1980a][1980b])。……」

のように。翻訳文献に言及する場合は，

匿壹ﾖ〔四垂ヨー[雷雨〕
（１）（２）

が基本的な書式となる。むろん(1)が原著作の､2)が翻訳の，出版年である。
引用文に付する引用注記は，出版年につづけて典拠の頁数も記入する，つぎのような構成を
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基本的な書式とするのがよい：

「需司〔閥詞：頂̅詞〕
犀1「｢匿癬1＝展周：伝̅詞〕
「嘉司〔｢田賑革1：｢責̅麺＝閥珂：[貢̅薮]〕

さいどの表記によれば，原著の頁付けと翻訳の該当箇所の対応を簡潔に示すことができて便利
である（例:Weil[1949]の項末尾の，典拠表示)。引用注記は，通用の書式ではなかなか
扱いきれないようなケース（分冊，該当箇所が漠然と何ページかにまたがる，……）も適切に
処理できるものでないと困るので，よく考えたうえ，必要な細則をととのえておかなければな
らない。

美

説明しのこした点，足りなかった点を，サムフ。ルとして掲げた文献表に関連させて，さいご
に注意点としてまとめておこう。
芸１：雑誌の巻号表示。翻訳しか手に入らないときは，原著作の挙示が不完全であるため不

明の場合があるだろう。ここもそれである。できれば現物にあたりたいが，無理な場
合は空欄のままにするとか，処置を決めておく必要がある。

昔２：著者を連記するとき，その国語の繋辞（ここでは、et')を用いる慣例がある。た
だ，統一記号（たとえば《＆，）を決めておく方が，よいかもしれない。編者の表記
（、ed.')などについても同様。

そ３：邦訳が複数存在するとき，古いものから挙示した例。
そ４：改訳の例。下線……部は省略してよいと言える。
そ５：この書物は,Barthesの論文３篇の翻訳と蓮實の論文とをあつめた合集で，これに

対応する単一の原著作は存在しない。そこで，２名の訳者を事実上の編者であると考
えて，標目（著者名）に採用した。Barthesのところにこの文献を掲げるやり方も
ありえよう。

美６：英文の単行書であるが，筆者はオランダ人なので，慣用により前置詞のQde'を後置
して，、J'の項に挙示してある。もしアメリカに亡命すれば，後置をやめ《D'の
項に掲げる。（詳細は，丸山(ed . ) [1967 :73f ]をみよ｡）

芸７：この書物は，１９４７年に完成・提出した学位論文を，１９４９年に出版したもの。１９６７
年に別の出版社から再版されたが，頁付けも，テキストにも，異同がある。英訳が，
１９６９年に出版されているが，これはその直前に記載されている１９６７年の第２版を
典拠としている。

そ８：第２版の邦訳。これに言及するには，状況によって，〔１９４９→１９６７＝１９７７〕，
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〔１９４９＝１９７７〕，〔１９６７＝１９７７〕の表記が考えられる。
升９：原著作の分出典拠，翻訳の分出典拠を別々に表示した例。これに対してWeil[1949

＝１９７７１には，一括して挙示する場合を例示しておいた。
芸１０：中国名，朝鮮名は，所定の方式でローマ字化しておくのがよい。
升１１：原著作は１冊であるが，訳は(I),(H)の２巻に分冊され,1973年,1976年にそれ

ぞれ出版された。（しかも一部訳出されなかった章がある。）この文献を掲げてある
ので,L6vi -Strauss[1950]の分出表記が可能となっている。

あともうひとつ，縦書き・横書きの問題が残っている。欧文は縦書き不能であるのだから，
縦書き文献表は当然，縦横混在とならざるをえない。邦語文献を縦書き（漢数字）とすれば，
いままで示した書式は，おおむねすんなり縦書きにも転用できるはずである。たとえば，

憾 糧
Barthes ,Ro land l964"Rhetor iquede l ' imaqe ' ' ,Commun ica t ions -4 :-．

=IR<○概弧佃仙・塾骨緊冷馬′「やく一念ｅ巡批朴一｡〈ハ串一'le逼矧ﾛ里

，ニレー｣′柵賦･斡骨（報嘩)′〔｜長く○：長一目１１〕・
のような具合に。
以上アウトラインを示した挙示方式は，こののち細則を整備すれば，かなり便利なものにな
るのではないかと期待している。疑問の点，お気づきの点を伝えていただけると有難い。

升以上の文献挙示方式は，むろんどなたも随意に利用してくださって構わないのですが，当分のあいだは

普及のため，文献表の脇に嘘『ソシオロゴス』誌で提案中の文献挙示方式による”とでも，ひとこと添
書きねがえるとさいわいです。
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